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～市と町内会との懇談会～　みんなで創
つく

る地域の底力
問町内会連合会☎ 0176-51-6783

とき ところ 対象学区（小学校）
８月20日㈫

18：00 ～
19：30

東コミュニティセンター 三本木、東、高清水

８月22日㈭ 市役所　別館５階会議室
北園、ちとせ、大深内、
深持、西

８月26日㈪ 南コミュニティセンター 南、藤坂、四和
８月28日㈬ 西コミュニティセンター 沢田、法奥、十和田湖

　市政に地域住民の意見を反映させ、市民一人一人が住み続けたいと思え
るまちづくりを目的とした、町内会員対象の懇談会です。

募 集
東コミュニティセンターまつりの
フリーマーケット・屋台出店者募集

とき　９月21日㈯　午前９時～午後
４時、22 日㈰　午前９時～午後３時
ところ　東コミュニティセンター
出店料　無料
注意事項　▶テント、机、シート
などは出店者が準備してください。
▶アルコール類の販売はできません。
▶申し込み状況によって受け付け
を締め切ります。
申込期限　８月 15 日㈭
問東コミュニティセンター
☎ 0176-24-9000

第 41回十和田市発明工夫展
作品募集

対象　法人・個人（高校生以上）
募集作品　独創的な発明、考案の
試作品
申し込み方法　商工観光課に備え
付け、または市ホームページから
ダウンロードした出品申込書に、
作品を添えてご提出ください。
申込期限　８月 23 日㈮
問十和田市発明協会事務局（商
工観光課内）☎ 0176-51-6773

令和６年度定額減税補足給付金
（調整給付）を支給します

◆支給対象者へは、市からの文書
でお知らせしています
　定額減税しきれないと見込まれ
る人に対して、その差額を調整給
付金として支給します。
　手続きについては、「公金受取
口座」の登録有無で異なります
（「公金受取口座」とは、マイナン
バーカードにひも付いた、「マイ
ナポータル」などから登録する口
座のことです）。
●「公金受取口座」の登録がある人
　支給を受ける場合は手続き不要
です（辞退する場合や公金受取口
座以外の口座へ振り込みを希望す
る場合は申し出が必要です）。
●「公金受取口座」の登録がない人
　市から送付された「調整給付金
確認書」に必要事項を記入の上、
10 月 31 日㈭（当日消印有効）ま
でに返送してください。
◆特殊詐欺にご注意を！！◆
　市が次のようなことを行うこと
は絶対にありません！
・ＡＴＭ（現金自動預払機）の操
作をお願いすること。
・給付金の受け取りにあたり、手
数料の振り込みを求めること。
・クレジットカードや預金通帳を
お預かりすること。
・暗証番号を教えてほしいと言う
こと。
問税務課☎ 0176-51-6704

詳しくはこちらから▶

国民年金保険料の免除や納付猶
予のある人は追納ができます

　保険料の免除や納付猶予、学生
納付特例の承認を受けた期間があ
る場合、保険料を全額納めたとき
よりも将来受け取る年金の額が少
なくなります。
　免除や納付猶予の対象月から 10
年以内であれば、さかのぼって納
める「追納制度」がありますので、
将来の年金額を増額するためにも
追納することをお勧めします。
　なお、追納の相談については国
保年金課で受け付けしています。
必要なもの　来庁する人の本人確
認書類（マイナンバーカード、運
転免許証など）、基礎年金番号が
わかるもの（年金手帳、基礎年金
番号通知書など）　　　
問国保年金課☎ 0176-51-6753
問八戸年金事務所☎0178-44-1742　

詳しくはこちらから▶

【有料広告欄】　　「広報とわだ」に広告を掲載しませんか。申し込み先　総務課広報男女参画係☎ 0176-51-6702

有 料 広 告 募 集 中
【２色印刷】

１号広告　　30,000 円
（縦 5.0 cm × 横 18.3 cm）

２号広告　　18,000 円
（縦 5.0 cm × 横 9.0 cm）

十和田市
安全・安心
メール

駒らん情報めーる駒らん情報めーる ♥

①左のＱＲコードから空メールを送信
※またはanzenjoho@info-towada.jpに空メールを送信

★ 登録方法はこちら！

②案内メールにしたがって登録

　十和田市のイベント情報、災害時の避難所の情報、気象
情報などをタイムリーに携帯電話やパソコンにお届けする
メール配信サービスです。登録は無料です！


